
平成２３年１月１１日から、 

ヒブ（インフルエンザｂ菌）ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの接種事業を開始 します。 

 

 厚真町では、平成２３年１月１１日から、下記の内容でヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンが無料で接種

できるようになります。 

■接種事業の内容 

 ◆事業開始時期 

   平成２３年１月１１日から 

 ◆対象者（いずれも、厚真町に住民票のある方が対象となります。） 

  ●ヒブワクチン 

   生後２か月から５歳未満（５歳の誕生日の前日まで）の乳幼児 

    

  ●小児用肺炎球菌ワクチン 

   生後２か月から５歳未満（５歳の誕生日の前日まで）の乳幼児 

   

 ◆標準的な接種回数（予防接種のスケジュール） 

  ●ヒブワクチン 

   ヒブワクチンの予防接種は、接種を開始する年齢（月齢）によって接種回数が異なります。 

   基礎的な免疫をつけるための初回免疫と、時間がたって免疫が低下したときに接種する追加免疫に分けられ 

ます。 

  ≪ヒブワクチン初回免疫は４週～８週の間隔で接種し、追加免疫が終了してから概ね１年後に接種します≫ 

① 生後２か月から７か月未満で接種を開始する場合（望ましい月齢） 

初回免疫と３回と追加免疫１回。合計４回 

 

 

 

 

 

 

② 生後７か月から１２か月未満で接種を開始する場合 

初回免疫２回と追加免疫１回。合計３回。 

        １回目     ２回目                   ３回目 

     

 

４～８週間         おおむね１年 

③ １歳以上で接種を開始する場合、1回のみ接種。 

 

 

  ●小児用肺炎球菌ワクチン 

   小児用肺炎球菌ワクチン初回免疫は２７日以上の間隔で接種し、追加免疫は初回免疫が終了してから 

概ね６０日以上の間隔を空けて接種します。 

     

 

 １回目     ２回目     ３回目           ４回目 

     

 

４～８週間   ４～８週間     おおむね１年 



① 生後２か月から７か月未満で接種を開始する場合（望ましい月齢） 

初回免疫と３回と追加免疫１回。合計４回。 

    １回目     ２回目     ３回目             ４回目 

 

 

            ２７日以上   ２７日以上      ６０日以上 

 

② 生後７か月から１２か月未満で接種を開始する場合 

初回免疫２回と追加免疫１回。合計３回。 

         １回目         ２回目                 ３回目 

 

 

             ２７日以上            ６０日以上 

 

③ 生後 1歳で接種をする場合 

２回接種 

         １回目                             ２回目 

 

 

                       ６０日以上 

④ 生後 2歳以上で接種を開始する場合 

１回のみ接種 

   

  ■接種場所 

    あつまクリニック  ※要事前予約（ＴＥＬ：０１４５－２７－２４２２） 

          ※接種当日は直接あつまクリニックへ 

  

■接種費用 

    対象者があつまクリニックで接種した場合は無料です。 

     ※慢性疾患等があり、あつまクリニック以外の医療機関で接種を希望される場合は、下記まで 

      お問い合わせください。 

   

■持ち物 

    ①母子健康手帳（接種記録を記載しますので必ず持参してください） ②印鑑 

   

■お問い合わせ先 

    厚真町総合ケアセンター ゆくり内 町民福祉課 健康推進グループ（保健師） 

       ＴＥＬ：０１４５－２６－７８７１ ＦＡＸ：０１４５－２６－７７３３ 

 

 

 

生後 12～15 か月

生後 12 か月以降 


